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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

栃木国民年金 事案 1026 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年１月から同年３月までの期間及び

57 年４月から同年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 12月から 53年３月まで 

         ② 昭和 57年４月から同年９月まで 

         ③ 昭和 59年４月から同年９月まで 

         ④ 昭和 59年 11月から 60年１月まで 

    

    

    

会社を辞めた後、Ａ市（現在は、Ｂ市）に帰り、親に勧められて昭和 52

年 12 月に国民年金の加入手続をし、60 年３月頃まで、申立期間の一部を

除き、厚生年金保険に加入していた期間と免除期間以外の期間は国民年金

に加入していた。全ての申立期間について国民年金保険料を納付したので

保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、Ａ市の国民年金被保険者名簿により、申立人は昭

和 53 年１月に国民年金の加入手続を行い 52 年 12 月 21 日付けで被保険者

となったことが確認でき、申立人の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）を

みると、昭和 52 年度の欄に未納者カードが作成されたことを意味する

「カ」の表示が確認できることから、過年度納付書が発行されたと考えら

れ、56 年８月から 57 年３月までの期間については 58 年２月に過年度納付

していることから、当該期間の保険料を納付したと考えても不自然ではな

い。 

また、申立人が昭和 53 年６月に厚生年金保険に加入したことにより、同

年６月から同年９月までの国民年金保険料が同年 12 月に還付されたことが

国民年金被保険者名簿から確認できるが、仮にこの時点で申立期間①の保

険料が未納であれば、当該還付金はこの期間の保険料として充当されるべ



                      

  

きところ、充当された記録が見当たらないことから、この時点で申立期間

①の保険料は納付済みであったと考えるのが自然である。 

 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると当該期間の直前の昭和 56

年８月から 57 年３月までの期間の保険料については、58 年２月に過年度

納付されていることが確認でき、また、直後の 57年 10月から同年 12月ま

での期間の保険料については、申請免除されていることが確認でき、申立

人がこの当時、保険料の未納期間が生じないように努めていたことがうか

がえることから、申立期間②の保険料を納付していたと考えても不自然で

はない。 

 

 ３ 一方、申立期間③及び申立期間④については、厚生年金保険の加入期間

の間の期間であるが、国民年金の加入手続を行ったとする具体的な記憶は

無く、国民年金保険料の納付についても市役所で払ったと思うとするのみ

で、申立人の供述からは当該期間に係る加入手続の状況及び保険料の納付

の詳細が把握できない。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情は

うかがえない上、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立

期間のうち、昭和 52 年 12 月から 53 年３月までの期間及び 57 年４月から

同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

められる。 

  しかしながら、当該期間のうち、昭和 52 年 12 月については厚生年金保

険の被保険者期間であるため、国民年金の被保険者とはなり得ない期間で

あることから、記録の訂正を行うことはできない。 

  



                      

  

栃木厚生年金 事案 1884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成５年 12 月から６年

３月までは 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月 16日から６年４月 30日まで 

Ａ社入社時に、社長との間で 24 万円を給与支給額とするとの約束で入社

した。しかし、「ねんきん定期便」によると申立期間の標準報酬月額が９

万 8,000 円と記録されており、実際の給与支給額と異なっているので正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生

年金保険の標準報酬月額は、当初、26 万円と記録されていたところ、当該事

業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成６年４月 30 日以降の同年

５月 13日付けで、資格取得日である５年 12月 16日に遡って９万 8,000円に

減額訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成６年

４月 30 日）において、申立人を除く被保険者全員についても申立人と同様に

平成６年５月 13 日付けで、標準報酬月額が資格取得時に遡って減額訂正され

ていることが確認できる。 

さらに、当該事業所の社会保険事務を受託していた社会保険労務士は、

「当該事業所は社会保険料を滞納していた。」と証言している上、商業登記

簿謄本により、申立人は当該事業所の役員ではなかったことが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）が上記の記

録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成５年 12 月か

ら６年３月までは 26万円とすることが必要である。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 39 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月 21日から同年８月１日まで 

昭和 38 年 11 月１日から 62 年７月 20 日までＡ社及び同社が社名変更し

たＣ社に継続して勤務し、途中４回転勤したが、最初のＡ社Ｂ工場から同

社Ｄ工場への転勤の際、１日も空けずに勤務したにもかかわらず、厚生年

金保険の被保険者記録が１か月欠落しているのはおかしいので、調査の上

記録を訂正してほしい。 

、

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  雇用保険の加入記録及び同僚の回答から判断すると、申立人はＡ社に継続

して勤務し（Ａ社Ｂ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

 なお、申立人の異動日について確認できる人事記録等は無いが、オンライ

ン記録によると申立人はＡ社及びＣ社における４回の転勤のうち、申立期間

を除く３回については全て１日付けで資格喪失していることが確認できるこ

とから、申立人のＡ社Ｂ工場に係る資格喪失日を昭和 39 年８月１日とするこ

とが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 39 年６月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 2,000

 

 



                      

  

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、Ａ社が商号変更したＣ社は平成 14 年に破産して

いる上、当時の事業主も死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1886 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から 44年３月 21日まで 

Ａ社に入社する直前まで、親戚の紹介で働いていたＢ社での年金記録    が

無い。勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人はＢ社に勤務していたとしているが、具体的な

勤務期間等について記憶が不明瞭である上、給与から厚生年金保険料を控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料が無く、保険料控除等に関

する具体的な記憶も無い。 

また、従業員に対する厚生年金保険の適用について事業主及び元同僚に照

会したところ、「入社した者は全員、すぐに厚生年金保険に加入させてい

た。」との証言が得られたが、申立人を記憶している者はおらず、申立人に

係る関連資料や証言を得ることができない上、当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において申立人の氏名は見当たらず、健康保険整理

番号に欠番も無い。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




